
地域発 元気づくり支援金の今後のあり方検討について

１ 制度の主な経過

年 度 主 な 経 過 （ 制 度 改 正 等 ）

H19 制度創設

H22～24
〇 工夫や発展性を伴う同一内容の事業について３年以内を限度に認める

〇 会計処理の適正化（専用通帳、補助簿による執行管理の義務化） 〇 県全域重点テーマの設定

H25～26

※「県と市町村との協議の場」においてワーキンググループを設置し検討

＜制度改正＞
〇 市町村との役割分担 ・市町村意見書の添付 ・補助下限額30万円の設定

〇 補助率の適正化 ・補助率の引き下げ（ソフト事業10/10⇒3/4 ハード事業2/3⇒1/2）
・財政力の弱い市町村の補助率かさ上げ（ハード 1/2⇒2/3）
・重点テーマ該当事業の補助率かさ上げ（ソフト 3/4⇒4/5 ハード 1/2⇒2/3）

〇 支援金を活用した事業である旨の表示の義務付け、フォローアップ調査の実施 等

H29

〇 地域重点テーマの設定

〇 補助対象の明確化（市町村が行う公共的団体への委託事業を対象とする）

〇 公共的団体、財政力の弱い市町村が実施する重点テーマ該当事業の補助率かさ上げ（ハード 2/3⇒3/4）

長野県 企画振興部 地域振興課
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【これまでの成果】

〇 地域の自主的・主体的な取組の掘り起こし・浸透

（17年間で、市町村による住民協働の取組や4,000超の地域づくり団体の立上げを支援）

【近年の状況変化】

〇 国の地域活性化施策や地方創生関係財源（交付金・交付税）が充実。

〇 地域資源を活かした持続可能な地域づくりを目指す市町村の取組を、県が人的・財政的に支援する
新たな制度「輝く農山村地域創造推進事業」を開始。

〇 地域おこし協力隊など、地域づくりを担うプレーヤーが県内各地で増加・活躍。

〇 寄付型ＣＦや県みらい基金など、行政の補助金以外にも活動資金の調達に選択肢。

【現状・課題】

〇 要望件数・金額、新規活用団体はともに減少傾向。

〇 制度の長期継続によるマンネリ化、事業の質や成果の検証に課題も。

〇 資金・人材面の課題から、活用後に活動を継続（自走）できない団体の割合が増加傾向。

２ これまでの成果と現状・課題等
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これまでの成果と現状・課題、及び制度創設以降の状況変化等を踏まえ、今後の支援金制度の
あり方について、県・市町村共同によるワーキンググループを設置し、下記の観点から検討したい。
（Ｒ７年度事業からの反映を目標）

【今後の地域づくり活動への支援のあり方の観点】

〇 喫緊の課題である人口減少が想定以上の速度で進展する中で、人口減少下でも持続可能な地域
づくりに向け、真に地域課題解決に資する事業（※）を重点的に支援していくべきではないか。

※  地域住民生活に目に見える変化をもたらす、自走性や高いモデル性を備えた効果的な事業

（例）地域課題解決の核となり得るコミュニティビジネスの創出、地域の関わりしろづくりによる関係人口の創出など

【地域づくりに係る県と市町村の役割分担の観点】

〇 県は、広域自治体として、広域連携による取組や、広域的な波及効果（モデル性）のある取組を
支援する役割を担っている。

〇 市町村は、住民に最も身近な自治体として、自らの区域内における地域振興の取組を主体的に
推進・支援する役割を担っている。

３ 今後の制度のあり方検討
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地域発 元気づくり支援金 近年の活用状況
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要望状況の推移

予算額 要望額 要望件数

１ 要望件数・要望額

〇 要望は件数・金額ともに減少傾向

【件数】 H25：989件 ⇒ ＜ コロナ前：672件 ⇒ ＞ 直近：489件 （△500件、△50％）

【金額】 H25：14.8億 ⇒ ＜ コロナ前：11.6億 ⇒ ＞ 直近：10.2億（△4.6億、△31％）

参考資料
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２ 新規活用団体

〇 新たに支援金を活用した団体数は減少傾向
10年前：309団体 ⇒ ＜ コロナ前：189団体 ⇒ ＞ 直近：97団体（△212団体）
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３ 活用事業数の主体別内訳

〇 公共的団体が約７割を占める

75.4 77.3 74.3 73.7 73.9 70.2 68.5 71.4 73.9 74.3

22.8 21.8 23.5 24.6 23.7 27.9 29.1 25.9 23.7 23.9 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

公共的団体（ＮＰＯ等） 広域連合等 市町村

5


